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は
じ
め
に 

 

滋
賀
県
愛
知
郡
愛
知
川
町
で
は
、
大
隴
神
社
の
氏
子
地
域
で
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
、
二
つ
の
廻
り
仏
の
習
俗
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
氏
子
を

形
成
す
る
長
野
西
（
長
野
あ
る
い
は
長
野
中
村
）
、
長
野
東
（
大
門
）
、

川
原
の
三
地
域
で
阿
弥
陀
如
来
と
十
一
面
観
音
菩
薩
を
一
年
ご
と
に
預

か
る
も
の
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
毎
年
交
互
に
長
野
西
の
二
ヶ
寺
で
地
蔵

菩
薩
を
預
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
由
緒
は
い
ず
れ
も
、
明
治
の

神
仏
分
離
の
時
期
に
廃
寺
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
福
泉
寺
に
由
来
す
る
。 

大
隴
神
社
は
、
愛
知
川
町
の
北
部
に
位
置
し
、
旧
中
山
道
に
並
行
し

て
走
る
国
道
八
号
線
の
長
野
交
差
点
を
、
北
西
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
氏
子
地
域
は
現
在
、
長
野
西
、
長
野
東
、
川
原
の
三
地
域
で
あ
る

が
、
か
つ
て
は
沓
掛
、
山
川
原
を
含
む
五
つ
の
地
域
で
あ
っ
た
（

1
）

。

沓
掛
は
、
も
と
も
と
磯
部
や
土
橋
（
両
者
で
石
橋
と
な
っ
て
い
る
）
と

と
も
に
石
部
神
社
の
氏
子
だ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
大
隴
神
社
の
氏
子

に
変
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
（

2
）
、
さ
ら
に
現
在
は
単
独
で
井
上
神

社
の
氏
子
と
な
っ
て
い
る
。
山
川
原
は
、
明
治
以
降
に
大
隴
神
社
の
氏

子
と
な
っ
た
も
の
の
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
、
神
輿
の
お
渡
り

が
な
く
な
っ
た
ら
し
い
（

3
）

。
そ
の
後
、
氏
子
か
ら
離
れ
、
単
独
で
若

宮
神
社
の
氏
子
と
な
っ
て
い
る
（

4
）
。 

氏
子
の
中
で
は
、
長
野
東
が
宮
本
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、

神
輿
も
長
野
東
、
長
野
西
、
川
原
、
沓
掛
の
中
で
は
一
番
古
い
と
言
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
祭
礼
に
お
い
て
は
、
輪
番
の
「
大
番
」
に
当
た

っ
た
地
域
が
上
座
と
な
る
。
こ
の
大
番
と
は
、
祭
礼
や
会
計
な
ど
を
担

当
す
る
当
番
を
指
し
、
大
隴
神
社
と
同
時
に
臍
尾
神
社
も
世
話
も
す
る

と
い
う
（

5
）
。 

本
稿
で
は
、
二
つ
の
廻
り
仏
と
、
そ
の
背
景
と
な
る
福
泉
寺
の
歴
史

に
つ
い
て
の
整
理
を
通
じ
て
、
大
隴
神
社
氏
子
地
域
に
お
け
る
神
仏
分

離
の
受
容
形
態
を
探
る
こ
と
を
試
み
る
。 

 

一 

二
つ
の
廻
り
仏 

 

①
阿
弥
陀
如
来
と
十
一
面
観
音
菩
薩 

阿
弥
陀
如
来
像
（
木
造
一
躯
）
と
十
一
面
観
音
像
（
木
造
一
躯
）
は
、

大
隴
神
社
お
よ
び
臍
尾
神
社
の
世
話
を
す
る
大
番
が
あ
た
っ
た
地
域
が

預
か
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
長
野
西
、
長
野
東
、
川
原
の
三
地
域
の

持
ち
回
り
で
あ
る
が
、
安
置
場
所
は
地
域
の
寺
院
と
な
っ
て
い
る
。
な

神
仏
分
離
お
よ
び
廃
寺
に
伴
う
地
域
の
仏
像
受
容 

―
大
隴
神
社
の
氏
子
地
域
と
福
泉
寺

― 

福 

持 

昌 

之 
 
 
 

だ

い

ろ

う 

お

お

ば

ん 

め

の

と 
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お
、
川
原
に
は
一
ヶ
寺
の
み
で
あ
る
が
、
長
野
西
と
長
野
東
に
は
ニ
ヶ

寺
あ
る
た
め
、
交
互
に
お
願
い
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
浄
土

真
宗
（
本
願
寺
派
ま
た
は
大
谷
派
）
の
寺
院
で
あ
る
。
ま
た
、
か
つ
て

は
大
隴
神
社
の
氏
子
に
沓
掛
が
入
っ
て
い
た
た
め
、
四
つ
の
地
域
で
持

ち
回
り
だ
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
） 

長
野
西 

妙
安
寺 

平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
） 

長
野
東 

光
澤
寺 

平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
） 

川 

原 

了
教
寺 

平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
） 

長
野
西 

大
乗
寺 

平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
） 
長
野
東 

善
明
寺 

平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
） 
川 

原 

了
教
寺 

 

毎
年
、
大
晦
日
の
午
後
に
な
る
と
、
一
年
間
、
二
つ
の
仏
像
を
護
持

し
て
い
た
寺
院
に
送
り
手
と
受
け
手
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
正
副
区
長
と

宮
世
話
（
二
人
）
が
羽
織
袴
姿
で
集
ま
り
、
僧
侶
に
よ
る
供
養
（

6
）

の

後
、
次
の
寺
院
へ
と
運
ば
れ
る
。
こ
の
行
事
を
、
オ
オ
バ
ン
ム
カ
エ
あ

る
い
は
オ
オ
バ
ン
オ
ク
リ
と
い
う
。 

平
成
一
五
年
は
、
長
野
東
の
善
明
寺
か
ら
川
原
の
了
教
寺
へ
の
移
動

が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
善
明
寺
に
お
い
て
法
要
が
あ
り
、
そ
の
後
、
仏
像

が
安
置
さ
れ
て
い
る
厨
子
の
扉
を
閉
め
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
二
つ
の
厨
子

を
ひ
と
つ
の
木
箱
に
入
れ
た
。
参
列
者
一
同
が
お
茶
を
飲
ん
で
軽
く
歓

談
し
た
後
、
区
長
・
宮
世
話
が
住
職
に
「
一
年
間
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
」
な
ど
と
挨
拶
を
し
、
川
原
の
区
長
・
宮
世
話
が
仏
像
の
搬

出
に
か
か
る
。
一
方
、
長
野
の
区
長
・
宮
世
話
は
こ
こ
で
退
出
し
た
。 

木
箱
に
は
、
棹
が
通
さ
れ
て
お
り
、
昔
は
、
次
の
寺
院
ま
で
担
い
で

歩
い
て
い
た
と
い
う
が
、
近
年
は
軽
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
を
使
っ
て
い
る
た

め
、
そ
の
情
景
は
本
堂
か
ら
車
ま
で
の
間
に
残
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

門
の
前
に
横
付
け
さ
れ
た
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
ま
で
担
い
で
運
び
、
川

原
の
了
教
寺
へ
向
か
っ
た
。 

了
教
寺
に
仏
像
が
到
着
す
る
と
、
木
箱
か
ら
厨
子
を
出
し
、
本
尊
の

両
脇
に
安
置
し
、
扉
を
あ
け
る
。
本
尊
に
向
か
っ
て
右
が
阿
弥
陀
如
来
、

左
が
十
一
面
観
音
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
僧
侶
に
よ
る
供
養
が
あ
り
、

参
列
者
一
同
で
お
茶
を
一
杯
飲
ん
だ
後
、
解
散
と
な
っ
た
（

7
）
。 

②
地
蔵
菩
薩 

地
蔵
菩
薩
（
木
造
一
躯
）
は
、
長
野
西
の
妙
安
寺
と
大
乗
寺
が
毎
年

交
互
に
預
か
っ
て
い
る
。
長
野
西
の
地
蔵
盆
の
日
、
祭
場
で
あ
る
長
和

荘
に
運
ば
れ
、
地
蔵
盆
が
終
わ
る
と
次
の
寺
院
へ
お
送
り
す
る
（

8
）
。 

長
野
西
だ
け
で
預
か
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
「
福
泉
寺
は
廃
寺
と

な
っ
た
の
で
、
こ
の
地
蔵
尊
を
庄
屋
の
い
た
大
字
長
野
に
引
き
取
」
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
（

9
）
、
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。 

長
野
西
の
大
乗
寺
、
妙
安
寺
に
と
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
、
十
一
面
観

音
は
六
年
に
一
回
、
地
蔵
菩
薩
は
二
年
に
一
回
、
廻
っ
て
く
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
二
つ
の
サ
イ
ク
ル
が
重
な
る
こ
と
を
、
オ
オ
イ
リ
（
大
入

り
）
と
い
う
（

10
）
。 

な
お
、
長
野
西
の
地
蔵
盆
は
、
も
と
も
と
大
隴
神
社
境
内
の
境
目
地

蔵
の
地
蔵
堂
で
行
わ
れ
て
お
り
、
大
乗
寺
・
妙
安
寺
を
廻
る
地
蔵
菩
薩

は
、
そ
こ
へ
運
ば
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）

か
ら
祭
場
が
馬
場
（
長
野
西
公
民
館
前
の
広
場
）
と
な
り
（

11
）
、
近
年

に
な
っ
て
馬
場
に
隣
接
す
る
長
和
荘
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

輪番のサイクル 

さ

い

め 
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の
際
、
境
目
地
蔵
の
地
蔵
堂
か
ら
地
蔵
菩
薩
（
石
仏
二
躯
）
を
運
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

な
お
、
長
和
荘
は
長
野
西
の
若
衆
組
織
「
神
事
社
」
の
中
心
と
な
る

施
設
で
あ
り
、
地
蔵
盆
は
近
年
ま
で
彼
ら
が
主
催
し
て
い
た
と
い
う
。

境
目
地
蔵
の
動
座
を
伴
う
祭
場
の
移
動
は
、
お
そ
ら
く
主
催
者
側
（
神

事
社
）
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

が
実
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
背
景
に
は
、
大
乗
寺
、
妙
安
寺
の
地
蔵
菩

薩
が
移
動
し
、
祭
場
で
一
同
に
会
す
る
と
い
う
慣
行
が
下
敷
き
に
あ
り
、

そ
の
延
長
上
に
境
目
地
蔵
の
動
座
の
慣
行
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

二 

中
世
の
福
泉
寺 

 

と
こ
ろ
で
、
長
野
の
福
泉
寺
は
中
世
の
も
の
と
近
世
の
も
の
の
、
二

つ
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
（

12
）
、
近
世
の
福
泉
寺
が
大
隴
神
社
の
境
内

に
存
在
し
た
の
に
対
し
、
中
世
の
福
泉
寺
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し
て

い
な
い
。
そ
こ
で
、
近
世
の
福
泉
寺
に
つ
い
て
言
及
す
る
前
に
、
中
世

の
福
泉
寺
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。 

中
世
の
福
泉
寺
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
伝
承
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
き
た
。
坪
田
文
書
（

13
）

に
は
、 

一
福
泉
寺
之
事 

直
高
様
御
法
事
之
節
清
龍
寺
ニ
而
御
千
部
御
座

候
由
、
其
砌
ぎ
う
く
ん
と
申
候
だ
う
志
ん
ぢ
ゃ
清
了
寺
へ
参
上
仕

度
候
へ
共
寺
号
無
御
座
候
へ
ハ
罷
出
候
事
成
不
申
候
と
て
方
々
寺

号
尋
被
申
候
処
、
長
野
中
村
ニ
福
泉
寺
と
申
候
屋
敷
御
座
候
を
聞

出
し
福
泉
寺
と
な
の
り
被
出
候
、
福
泉
寺
屋
敷
と
申
候
ハ
長
野
中

村
御
内
検
御
水
帳
ニ
御
座
候
屋
敷
ニ
而
御
座
候
御
事
（

14
） 

ま
た
、 福

泉
寺
と
申
候
者
元
来
長
野
中
村
ニ
福
泉
寺
と
申
候
而
大
地
御
座

候
、
此
所
を
可
進
候
本
地
へ
御
引
被
成
可
被
下
候
、
左
様
ハ
ヽ
氏

子
中
如
何
様
ニ
も
御
移
被
成
候
様
ニ
仕
立
可
進
儀
ニ
奉
存
候
、
此

福
泉
寺
屋
敷
者
往
古
よ
り
之
寺
地
則
十
ヶ
年
以
前
迄
ハ
大
仏
御
く

し
御
座
候
。
ケ
様
之
儀
申
上
候
事
憚
多
奉
存
候
得
共
元
来
隠
居
様

権
現
之
境
内
往
古
よ
り
之
御
除
地
へ
御
越
被
遊
候
而
田
畠
を
御
開

被
成
、
境
内
を
御
け
か
し
被
遊
、
其
上
御
支
配
之
様
ニ
被
仰
候
ニ

付
氏
子
中
難
儀
千
萬
に
奉
存
何
角
と
御
苦
労
申
上
候
、
本
地
福
泉

寺
屋
敷

へ

御

移

遊

候

者

氏

子
中

も

申

候

分

尖

と

落

着

仕

候

御
事

（

15
） 

と
あ
る
。
前
者
は
藩
主
井
伊
直
孝
（
一
五
九
〇
〜
一
六
五
九
年
）
供
養

の
御
千
部
経
法
要
を
清
凉
寺
（

16
）

で
行
っ
た
際
、
出
席
し
よ
う
と
し
た

「
ぎ
ゅ
う
く
ん
（
牛
薫
）
」
が
所
属
の
寺
号
を
問
わ
れ
、
長
野
中
村
に
伝

わ
る
地
名
を
利
用
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
要
が
い
つ
行

わ
れ
た
か
は
文
書
に
年
記
が
入
っ
て
い
な
い
た
め
断
定
で
き
な
い
。
一

方
、
後
者
に
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
年
記
が
あ
り
、
長
野
中

村
に
あ
っ
た
福
泉
寺
は
大
寺
で
あ
り
、
「
福
泉
寺
屋
敷
」
と
は
そ
の
跡
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
頃
ま
で
「
大
仏
御
く
し
」

も
あ
っ
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、
文
中
の
「
本
地
」
は
、
こ
の
近
世
の
福

泉
寺
が
本
来
あ
る
べ
き
場
所
と
し
て
の
「
本
地
」
と
解
釈
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
（

17
）
。
貞
享
四
年
の
坪
田
文
書
を
信
頼
す
る
な
ら
ば
、
一
七
世

紀
後
半
に
は
中
世
の
福
泉
寺
の
痕
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
福
泉
寺
が
存
在
し
て
い
た
頃
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
長
野
西
で

（

孝

）                   

（

凉

）

（

筆

者

注

：

大

寺
カ

） 

（

凉

） 

 

じ

ん

じ

し

ゃ 
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編
纂
さ
れ
た
『
村
人
の
あ
し
あ
と
』
（
一
九
九
三
年
）
に
い
く
つ
か
傍
証

資
料
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
を
整
理
す
る
と
、 

①
長
野
西
に
は
、
小
字
名
に
福
泉
寺
が
あ
る
こ
と
。
但
し
、
こ
こ
は

長
野
中
村
城
の
跡
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

②
長
野
西
の
Ｍ
氏
宅
（
小
字
東
住
一
七
三
一
番
地
）
に
お
い
て
、
一

八
六
〇
年
頃
に
家
屋
を
新
築
し
た
際
、
本
堂
跡
に
か
か
ら
な
い
よ

う
配
慮
し
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

③
長
野
西
に
は
、
「
坊
ノ
後
」
な
ど
寺
院
に
関
係
あ
る
地
名
が
残
さ
れ

て
い
る
。 

④
鎌
倉
時
代
の
「
東
大
寺
三
綱
記
」
「
興
福
寺
流
記
資
材
帳
」
「
大
安
寺
流
記

資
材
帳
」
に
は
、
福
泉
寺
の
記
載
が
な
く
、
大
寺
で
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。 

の
四
点
と
な
る
。
内
容
を
み
る
と
、
①
と
②
は
対
立
す
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
大
寺
と
い
わ
ず
と
も
、
あ
る
程
度
規
模
が
大
き
い
寺
院
で
あ
れ

ば
、
小
字
福
泉
寺
か
ら
小
字
東
住
ま
で
の
範
囲
を
包
括
す
る
伽
藍
も
考

え
ら
れ
る
し
、
③
も
同
様
の
解
釈
で
説
明
が
つ
く
。
む
し
ろ
問
題
は
、

④
の
「
大
寺
か
ど
う
か
」
で
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に
言
う
と
、
福
泉
寺
は
あ

る
程
度
の
規
模
を
誇
る
寺
院
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
大
和
国
の
西

大
寺
の
末
寺
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
か
ら
、
証
明
さ
れ
た
。 

福
泉
寺
は
、

明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
の
「
諸
国
末
寺
帳
」
、
永
享
八

年
（
一
四
三
六
）
の
「
西
大
寺
坊
々
寄
宿
末
寺
帳
」
に
そ
の
記
載
が
あ

っ
た
（

18
）
。
特
に
前
者
は
、
今
の
と
こ
ろ
史
料
上
の
初
出
で
あ
ろ
う
（

19
）
。 

松
尾
剛
次
氏
に
よ
る
と
、
明
徳
二
年
の
「
諸
国
末
寺
帳
」
は
末
寺
す

べ
て
を
掲
載
し
た
も
の
で
は
な
く
、
住
持
職
が
西
大
寺
か
ら
任
命
さ
れ

る
直
末
寺
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
国
別
に
分
類
さ
れ
た
中
は
僧
侶
数
の
多

い
も
の
（
＝
寺
格
）
順
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
分
析
さ
れ
た
。
近
江
国

の
部
は
、
五
ヶ
寺
確
認
さ
れ
、
福
泉
寺
は
そ
の
三
位
で
あ
る
。
ま
た
、

西
大
寺
光
明
真
言
会
に
参
籠
す
る
寺
院
一
覧
で
あ
る
、
永
享
八
年
の
「
西

大
寺
坊
々
寄
宿
末
寺
帳
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「
江

州

二

階

堂

宝
蓮
院
」

「
江

州

伊

香

郡

文

安

□

五

年

寄

進

廿

七

代

和

上

御

時

長
安
寺
」
「
江

州

佐

々

木

慈
恩
寺
」
「
江

州

伊

香

郡

文

安

□

五

年

寄

進

廿

七

代

和

上

御

時

長
安
寺
」
「
江

州

阿
弥
陀
寺
タ

カ

嶋

郡

新

城

庄

ほ

り

川

」
「
近

江

国

愛

智

郡

長

野

庄

第

廿

七

代

和

上

御

代

寄

附

福
泉
寺
」
の
六
ヶ
寺
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
毎
年
の
光
明
真
言
会
に
僧
衆
を
参
籠
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

け
の
財
力
も
保
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
前
者
に
な
く
て
後

者
に
見
え
る
長
安
寺
、
慈
恩
寺
（

20
）

は
、
私
相
伝
の
有
力
な
末
寺
と
考

え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

中
世
の
福
泉
寺
の
盛
衰
を
具
体
的
に
示
す
資
料
は
な
い
が
、
西
大
寺

が
復
興
さ
れ
、
全
国
に
末
寺
が
拡
大
し
て
い
っ
た
、
叡
尊
ら
の
活
動
と

考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（

21
）
。 

 

近
江
国 

二

階

堂 

宝
蓮
院
西

室 

石
津
寺
第

廿

二

長

老

御

代

応

永

廿

年

八

月

十

日 

福
泉
寺
第

廿

七

代

和

上

御

代

文

安

五

年

四

月

日

南

三

室 

法
薗
寺
津

国

猪

名

寺

廿

七

代

ニ

寄

進

今

ハ

薬

師

院

被

返

了 

阿
弥
陀
寺
タ

カ

シ

マ

郡

新

城

庄

ほ

り

川 

松

尾

剛

次

『

勧

進

と

破

戒

の

中

世

史

―

中

世

仏

教

の

実

相

―

』

一

四

六

頁

よ

り 

 

 

「諸国末寺帳」の近江国の部
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三 

近
世
の
福
泉
寺
と
大
隴
神
社 

 
前
節
で
少
し
触
れ
た
が
、
近
世
の
福
泉
寺
は
大
隴
神
社
の
境
内
に
あ

っ
た
。
ま
ず
、
牛
薫
な
る
僧
侶
が
止
住
し
、
坂
田
郡
梅
ヶ
原
の
霊
水
寺

の
江
岸
と
い
う
僧
侶
を
呼
ん
で
開
基
と
し
た
と
い
う
が
、
牛
薫
の
出
自

や
止
住
の
経
緯
に
つ
い
て
は
解
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
坪
田
文
書
で
は

氏
子
中
が
一
貫
し
て
「
追
い
出
し
」
を
主
張
し
て
お
り
、
石
塔
を
立
て

る
な
ど
の
行
為
を
、
「
境
内
を
穢
し
た
」
行
為
と
み
て
い
る
。 

こ
う
い
っ
た
近
世
の
福
泉
寺
に
関
し
て
は
、
『
大
隴
』
の
第
八
章
「
福

泉
寺
」（

22
）

が
、
『
近
江
愛
智
郡
志
』
掲
載
の
「
坪
田
文
書
」
を
も
と
に

詳
細
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。
要
約
す
る
と
、 

・
大
隴
神
社
の
森
番
と
し
て
牛
薫
が
仮
屋
を
立
て
て
住
ん
だ
。 

・
福
泉
寺
屋
敷
に
因
ん
で
福
泉
寺
と
名
づ
け
た
。 

・
霊
水
寺
の
住
職
を
退
い
た
江
岸
を
招
い
て
開
山
と
し
た
。 

・
江
岸
は
五
年
で
霊
水
寺
に
戻
り
、
元
禄
七
年
死
去
。 

・
氏
子
は
不
快
だ
っ
た
が
、
江
岸
一
代
限
り
と
し
て
許
し
た
。 

・
牛
薫
の
死
後
、
廃
寺
と
な
っ
た
。 

・
江
岸
ゆ
か
り
の
地
蔵
菩
は
長
野
西
で
預
か
っ
た
。 

・
福
泉
寺
安
置
の
阿
弥
陀
如
来
と
十
一
面
観
音
は
川
原
・
長
野
西
・

長
野
東
（
か
つ
て
は
沓
掛
も
）
で
、
持
ち
回
り
で
お
守
り
し
た
。 

と
な
る
。
そ
の
後
、
近
世
の
福
泉
寺
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て

廃
寺
に
至
っ
た
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
『
村
人
の
あ

し
あ
と
』
で
は
、
廃
寺
と
そ
の
仏
像
の
行
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。 

大
隴
神
社
は
明
治

20
年
ま
で
大
隴
大
権
現
と
い
っ
て
い
た
が
、
明

治

20
年
内
務
令
に
よ
り
神
仏
合
祀
を
分
離
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、

神
社
に
神
様
と
仏
様
が
と
も
に
祭
ら
れ
て
い
た
が
、
法
令
で
や
む

を
え
ず
氏
子
の
郷
社
４
ヶ
字
、
沓
掛
、
川
原
、
長
野
、
大
門
の
寺

で
神
社
の
仏
様
を
１
年
交
替
で
持
ち
回
り
、
御
守
り
を
す
る
こ
と

が
申
し
合
わ
せ
に
な
り
今
日
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

（
『
村
人
の
あ
し
あ
と
』
一
九
九
九
年
、
七
七
頁
） 

つ
ま
り
、
神
仏
分
離
の
政
策
が
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
廃
寺
に
な
り
、

仏
像
が
放
出
さ
れ
た
と
い
う
理
解
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
こ
で
、
神
仏
分
離
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

仏
教
は
日
本
へ
伝
来
し
て
以
来
、
日
本
の
民
俗
的
カ
ミ
信
仰
と
仏
教
と

が
互
い
に
融
和
し
刺
激
を
与
え
あ
っ
て
き
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
神
仏
習

合
の
状
態
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
基
本
的
に
本
地
垂
迹
の
考
え
方
が
浸

透
し
て
お
り
、
下
位
に
立
た
さ
れ
た
神
道
の
側
か
ら
、
何
度
か
神
仏
分

離
・
神
道
独
立
の
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
最
も
顕
著
だ
っ
た
の
が
、

明
治
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
で
あ
る
。
明
治
元
年
（
一
九
六
八
）
三

月
一
三
日
に
神
祇
官
の
再
興
が
布
告
さ
れ
、
つ
づ
い
て
一
七
日
（

23
）

・

二
八
日
（

24
）

の
い
わ
ゆ
る
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
た
そ
の
骨
子
は
、
①

社
僧
の
復
飾
、
②
仏
像
形
の
神
体
の
不
可
、
で
あ
る
。
そ
れ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
布
告
が
祭
政
一
致
の
実
施
で
あ
り
、
①
と
②
が
神
社
と

寺
院
の
明
分
化
の
よ
う
に
見
え
る
。
天
台
宗
寺
院
の
曼
殊
院
を
頂
点
と

す
る
北
野
天
満
宮
や
、
興
福
寺
が
支
配
す
る
春
日
社
な
ど
、
ま
さ
に
下

剋
上
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
ほ
か
、
社
僧
が
神
官
を
支
配
し
て
い
た
石

清
水
八
幡
宮
、
祇
園
感
神
院
（
現
八
坂
神
社
）
、
叡
山
坂
本
の
日
吉
山
王

な
ど
も
、
様
相
が
甚
だ
し
く
変
わ
っ
た
と
い
う
（

25
）
。 

そ
う
い
っ
た
極
端
な
廃
仏
毀
釈
の
風
は
、
次
第
に
落
ち
着
い
て
き
た
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が
、
滋
賀
県
内
で
は
明
治
八
〜
九
年
に
、
廃
寺
の
手
続
き
が
多
く
（

26
）
、

福
泉
寺
も
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
一
〇
〜
一
二
月
（
月
日
は
未
詳
）

に
、
長
野
村
戸
長
な
ど
か
ら
、
県
権
令
宛
て
に
廃
寺
願
が
提
出
さ
れ
て

い
る
（

27
）
。
追
っ
て
、
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
六
月
一
五
日
に
は
、

廃
寺
と
な
っ
た
後
の
建
物
払
い
下
げ
に
つ
い
て
の
伺
が
出
提
出
さ
れ
て

い
る
（

28
）

こ
と
か
ら
、
廃
寺
願
は
速
や
か
に
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

当
初
考
え
ら
れ
て
い
た
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
よ
り
は
、
少
し

早
い
時
期
に
廃
寺
お
よ
び
そ
の
後
の
処
分
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。 

 

ま
と
め 

  

大
隴
神
社
お
よ
び
そ
の
氏
子
に
と
っ
て
、
福
泉
寺
は
好
ま
し
い
存
在

で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
伝
来
し
た
阿
弥
陀
如
来
像
と
十
一
面
観
音

像
は
、
廃
寺
を
契
機
に
大
隴
神
社
の
大
番
の
象
徴
と
し
て
再
生
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
点
で
、
一
般
に
知
ら
れ
る
廻
り
仏
の
形
態

と
は
異
な
っ
た
事
情
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
受
容
の
さ
れ
か

た
は
、
神
仏
分
離
の
情
勢
に
あ
っ
て
も
や
は
り
神
仏
習
合
の
考
え
方
が

根
底
に
流
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
江
岸
ゆ
か
り
の
地
蔵
菩
薩
が
、
そ
れ
ら
二

体
と
は
別
の
運
命
を
た
ど
り
、
長
野
西
の
預
か
り
と
な
っ
た
こ
と
を
、

説
明
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
大
隴
神
社
の
境
内
に
今
も
存
在
す
る
境

目
地
蔵
が
、
長
野
西
と
長
野
東
の
境
界
を
示
す
存
在
と
し
て
、
長
野
西

で
お
守
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

註 （

1
）
肥
後
和
男
氏
は
、
昭
和
初
期
に
当
地
を
訪
れ
、
大
隴
神
社
神
職
の
中
居

忠
盈
氏
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
。
そ
の
ノ
ー
ト
の
複
製
物
が
、
『
宮
座
調

査
ノ
ー
ト
』
（
帝
塚
山
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
架
蔵
）
と
し
て
存

在
す
る
。 

（

2
）
石
部
神
社
は
、
沓
掛
地
先
に
鎮
座
す
る
。
し
か
し
、
谷
川
聰
一
編
『
大

隴
神
社
本
殿
再
建
記
念
誌 

大
隴
』
（
大
隴
神
社
再
建
委
員
会 

一
九

九
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
下
社
で
あ
り
、
応
仁
文
明
の
乱
の
兵
火

に
あ
っ
た
上
社
を
合
祀
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
文
化

七
年
（
一
八
一
〇
）
に
石
部
神
社
の
氏
子
間
で
口
論
と
な
っ
た
際
に
分

離
し
て
、
大
隴
神
社
の
氏
子
に
な
っ
た
と
す
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
確
証

は
得
て
い
な
い
。 

（

3
）
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
七
月
に
大
門
村
、
長
野
中
村
、
川
原
村
、
沓

掛
村
か
ら
犬
上
県
に
出
さ
れ
た
「
以
書
付
御
届
奉
申
上
候
」
（
滋
賀
県
庁

蔵
行
政
文
書 

「
愛
知
郡
長
野
中
村
大
門
村
境
界
一
式
」
簿
冊
番
号
明

治-

な-

226
）
に
は
、
「
一
大
隴
神
社 

四
ヶ
村
氏
神
」
と
あ
り
、
こ
の
時

点
で
は
山
川
原
は
氏
子
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
氏
子
数
は
、

大
門
村
一
〇
一
軒
、
長
野
中
村
一
四
五
軒
、
川
原
村
二
四
四
軒
、
沓
掛

村
九
一
軒
で
あ
っ
た
。 

な
お
、
こ
の
資
料
に
は 

一
社
地
境
内 

壱
町
三
反
余 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
反
五
畝
分
福
泉
寺
所
持
地
有
之 

と
あ
り
、
境
内
の
約
半
分
を
福
泉
寺
が
占
有
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。 

（

4
）
『
宮
座
調
査
ノ
ー
ト
』
に
、
「
山
川
原
ハ
前
ニ
渡
リ
ナ
サ
レ
タ
ガ
横
暴
ナ

リ
シ
為
コ
レ
ハ
ヤ
メ
サ
セ
シ
メ
タ
（
中
略
）
個
人
ト
シ
テ
参
拝
ス
ル
ガ
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団
体
ト
シ
テ
ハ
参
詣
ス
ル
社
ニ
モ
ト
ラ
ヌ
」
と
あ
る
。 

（

5
）『
村
人
の
あ
し
あ
と
』
（
愛
知
川
町
大
字
長
野
編･

発
行 

一
九
九
九
年
）

七
七
〜
七
八
頁
に
は
、
「
大
番
と
は
、
大
隴
神
社
（
メ
ノ
ト
神
社
）
の
祭

典
の
諸
行
事
、
会
計
、
賄
い
、
交
渉
の
代
表
等
世
話
を
一
年
間
す
る
当

番
の
こ
と
で
、
通
称
こ
れ
を
い
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。 

（

6
）
法
要
は
讃
仏
偈
、
焼
香
な
ど
に
よ
る
、
五
分
程
度
の
短
い
も
の
。 

（

7
）
こ
の
行
事
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
「
暮
ら
し
の
中
の
歳
事
と
学
び
〜
町
史

編
さ
ん
室 

速
報

展
２
〜

」
と
し
て
、
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
二
月

一
九
日
〜
二
九
日
の
間
、
愛
知
川
町
び
ん
て
ま
り
の
館
で
写
真
展
示
を

お
こ
な
っ
た
。
な
お
、
写
真
お
よ
び
解
説
文
は
『
暮
ら
し
の
中
の
歳
事

と
学
び
〜
町
史
編
さ
ん
室 

速
報
展
２
〜

』
（
愛
知
川
町
教
育
委
員
会
事
務

局
町
史
編
編
さ
ん
室 

二
〇
〇
四
年
）
に
収
録
し
て
い
る
。 

（

8
）
『
村
人
の
あ
し
あ
と
』
七
七
〜
七
八
頁 

（

9
）
谷
川
聰
一
編
『
大
隴

神
社
本
殿
再
建
記
念

誌 

大
隴
』
（
大
隴
神
社
再
建
委
員

会 

一
九
九
九
年
）
一
二
六
頁 

（

10
）
『
ふ
る
さ
と
の
ひ
び
き
』
（
長
野
公
民
館 

一
九
八
九
年
）
三
八
頁
、
お

よ
び
『
村
人
の
あ
し
あ
と
』
（
愛
知
川
町
大
字
長
野
編･

発
行 
一
九
九

九
年
）
七
七
〜
七
八
頁
。 

（

11
）
『
村
人
の
あ
し
あ
と
』
六
七
頁
、
『
大
隴
』
一
三
一
頁
。 

（

12
）『
愛
知
川
町
の
伝
承
・
史
話
』
（
サ
ン
ブ
ラ
イ
ト
出
版 

一
九
七
九
年
）
、

『
大
隴
』
、
『
村
人
の
あ
し
あ
と
』
で
は
、
中
世
の
福
泉
寺
を
「
古
福
泉

寺
」
、
近
世
の
福
泉
寺
を
「
新
福
泉
寺
」
「
大
楼
山
福
泉
寺
」
と
呼
ん
で

い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
中
世
・
近
世
の
別
を
明
確
に
し
た
か
っ
た
た
め
、

こ
こ
で
は
そ
の
呼
称
は
使
わ
な
い
こ
と
に
し
た
。 

（

13
）
坪
田
文
書
は
、
愛
知
川
町
大
字
川
原
の
坪
田
家
に
伝
わ
っ
た
文
書
群
で

あ
り
、
同
家
は
愛
知
・
犬
上
・
神
崎
の
三
郡
に
ま
た
が
る
大
神
主
の
家

柄
で
あ
っ
た
と
い
う
。
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
当
時
は
、
ま
だ
お

住
ま
い
だ
っ
た
が
、
現
在
は
転
出
さ
れ
て
お
り
、
文
書
群
の
行
方
も
わ

か
ら
な
い
。
（
『
大
隴
』
五
四
〜
五
五
頁
）
坪
田
文
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、

『
近
江
愛
智
郡
志
』
に
所
載
さ
れ
た
も
の
で
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。 

（

14
）
『
近
江
愛
智
郡
志
』
巻
四
（
滋
賀
県
愛
智
郡
教
育
会
一
九
二
九
年
）
三

九
一
頁 

（

15
）
『
近
江
愛
智
郡
志
』
巻
四 

三
九
八
〜
三
九
九
頁 

（

16
）
彦
根
市
古
沢
町
に
あ
る
井
伊
家
の
菩
提
寺
。
佐
和
山
西
麓
に
位
置
す
る
。 

（

17
）
本
来
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
加
え
る
前
に
、
十
分
な
史
料
批
判

を
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
史
料
が
一
貫
し
て
、
大
隴
神
社

境
内
か
ら
の
福
泉
寺
追
い
出
し
を
激
し
く
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
点

は
、
坪
田
家
が
神
主
の
立
場
で
あ
る
こ
と
と
か
ら
合
点
が
い
く
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
、
廃
仏
毀
釈
の
影
響
か
と
も
思
え
る
よ
う
な
不
自
然
さ

を
感
じ
る
。
し
か
し
、
原
本
に
当
た
れ
な
い
上
に
、
比
較
史
料
も
な
い

現
況
で
は
、
筆
者
の
力
量
で
は
こ
れ
以
上
の
詮
索
は
で
き
な
い
。 

（

18
）
明
徳
二
年
の
「
諸
国
末
寺
帳
」
で
は
、
福
泉
寺
の
所
在
が
「
近
江
国
」

と
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
永
享
八
年
の
「
西
大
寺
坊
々
寄
宿
末
寺
帳
」

で
は
、
「
近
江
国
愛
智
郡
長
野
庄
第
廿
七
代
和
上
御
代
寄
附
」
と
肩
書
き

あ
り
、
愛
知
川
町
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
断
定
で
き
る
。 

（

19
）
こ
れ
ら
の
史
料
は
、『
西
大
寺
関
係
資
料
（
一
）
―
諸
縁
起
・
衆
首
交
名
・

末
寺
帳
―

』
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
・
発
行 

一
九
六
八
年
）
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
の
ち
に
松
尾
剛
次
氏
が
「
西
大
寺
末
寺
帳
考
―

中
世
の
末
寺
帳
を
中
心
に
―

」
（
同
著
『
勧
進
と
破
戒
の
中
世
史
―
中
世
仏

教

の
実
相
―

』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
五
年
の
第
五
章
）
に
、
新
訂
し
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た
も
の
を
発
表
し
た
。
松
尾
氏
は
、
西
大
寺
所
蔵
の
原
本
に
あ
た
り
、

写
本
も
含
め
詳
細
に
研
究
さ
れ
た
た
め
、
今
回
は
得
る
と
こ
ろ
が
大
き

か
っ
た
。 

（

20
）
慈
恩
寺
を
建
立
し
た
近
江
守
護
の
六
角
氏
頼
（
一
三
二
六
〜
一
三
七
〇
）

は
、
一
時
期
高
野
山
に
隠
居
し
て
い
た
事
も
あ
り
、
臨
済
宗
の
高
僧
寂

室
元
光
（
円
応
・
正
燈
国
師
）
を
招
い
て
永
源
寺
を
建
立
す
る
な
ど
、

仏
教
に
理
解
が
深
い
人
物
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
（
『
近
江
源
氏
と
沙
沙

貴
神
社
―
近
江
守
護
佐
々
木
一
族
の
系
譜
―
』
滋
賀
県
立
安
土
城
考
古

博
物
館 

二
〇
〇
二
年
、
お
よ
び
『
滋
賀
県
の
地
名
』
平
凡
社 

一
九

九
一
年
） 

（

21
）
西
大
寺
で
は
、
叡
尊
が
入
寺
し
て
か
ら
没
す
る
ま
で
の
間
（
一
二
三
五

〜
一
二
九
〇
年
）
を
中
心
に
、
奈
良
朝
の
伽
藍
と
は
違
っ
た
形
で
は
あ

る
も
の
の
堂
塔
の
整
備
が
進
み
、
全
国
に
末
寺
の
拡
大
が
な
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
後
、
延
文
六
年
（
一
三
六
一
）
の
火
災
、
明
応
三
年
（
一
四

九
四
）
に
は
地
震
な
ど
の
後
、
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
の
兵
火
で
大

き
な
被
害
が
出
る
ま
で
は
、
寺
勢
を
保
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
澤
博
勝
氏
は
、
叡
尊
在
世
中
の
末
寺
形
成
が
、
そ
の
死
後
に
一
層

活
性
化
し
た
と
い
う
立
場
を
取
り
、
特
に
実
体
を
失
い
か
け
て
い
た
国

分
寺
を
復
興
し
末
寺
化
す
る
と
と
も
に
、
南
都
の
他
系
統
の
寺
院
を
末

寺
化
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
。
（
「
西
大
寺
流
の
組
織
化
と

勢
力
拡
大
―
叡
尊
の
諸
活
動
の
再
検
討
を
中
心
に
―

」
『
日
本
歴
史
』
五
〇

三
号 

一
九
九
〇
年
） 

（

22
）
『
大
隴
』
一
二
一
〜
一
三
〇
頁 

（

23
）
神
祇
事
務
局
よ
り
布
達 

（

24
）
太
政
官
布
告 

（

25
）
私
は
社
僧
の
問
題
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
本
地
仏
（
神
の
本
当
の
姿
で
あ

る
仏
）
」
「
権
現
（
仏
が
神
の
姿
を
か
り
て
現
れ
た
形
）
」
の
否
定
が
含
ま

れ
る
②
こ
そ
が
、
過
剰
な
神
仏
分
離
運
動
（
＝
廃
仏
毀
釈
）
の
直
因
で

は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
な
お
、
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
の
概
況
に

つ
い
て
は
、
辻
善
之
助
『
廢
佛
毀
釋
』
（
岩
波
書
店 

一
九
三
五
年
、
岩

波
講
座
日
本
歴
史
第
一
七
回
配
本
六
）
あ
る
い
は
同
「
神
佛
分
離
の
概

観
」
（
『
明
治
維
新
神
佛
分
離
史
料
』
第
一
巻
総
説
編 

東
方
書
院 

一

九
二
六
〜
一
九
二
九
年
）
が
詳
し
い
。 

（

26
）
滋
賀
県
庁
蔵
「
行
政
文
書
件
名
目
録
」
に
よ
る
と
、
「
明
治
９
年
寺
院

廃
合
事
類
編
冊
」
（
簿
冊
番
号
明
治-

す-

99
）
な
ど 

（

27
）
「
愛
知
郡
長
野
村 

曹
洞
宗
福
泉
寺 

廃
寺
願 

霊
水
寺
へ
」
（
「
明
治

10
年
寺
院
廃
合
事
類
編
冊
」
簿
冊
番
号
明
治-

す-

101
） 

（

28
）
「

愛

知

郡

第

10
區

長

野

村 

曹

洞

宗

福

泉

寺 

廃

寺

建

物

払

下

伺

」

（
「
明
治
９
・

10
・

11
年
廃
合
社
寺
跡
地
調
書 

租
税
課
」
簿
冊
番
号

明
治-

す-

104
） 

 

付
記 

本
稿
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
註
で
適
宜
紹
介
し
た
が
、
大
字
長
野
で
作

成
さ
れ
た
字
誌
の
類
に
よ
る
成
果
が
、
大
変
役
に
立
っ
た
。
地
域
の
人
々
熱

き
想
い
と
そ
の
業
績
に
、
感
謝
と
と
も
に
敬
意
を
表
し
た
い
。 

     




